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第５８号議案 

   子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関す

る条例 

 （吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第１条 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年吉川市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移

動条項等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、項、号及び号の細目の表示

に下線が引かれた条、項、号及び号の細目（以下「移動後条項等」という。）が存在

する場合には、当該移動条項等を当該移動後条項等とし、移動条項等に対応する移動

後条項等が存在しない場合には、当該移動条項等（以下「削除条項等」という。）を

削り、移動後条項等に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動後条項等

（以下「追加条項等」という。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条項等を

除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下

線が引かれた部分（条、項、号及び号の細目の表示並びに追加条項等を除く。以下こ

の条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改

正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部

分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を

加える。 

 

改正後 改正前 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 小学校就学前子ども 法第６条第１項に規

 

 （定義） 

第２条 この条例において、「法定代理受領」と

は、次に掲げるものをいう。 
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定する小学校就学前子どもをいう。 

 (2) 認定こども園 法第７条第４項に規定する

認定こども園をいう。 

 (3) 幼稚園 法第７条第４項に規定する幼稚園

をいう。 

 (4) 保育所 法第７条第４項に規定する保育所

をいう。 

 (5) 家庭的保育事業 児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第６条の３第９項に規定す

る家庭的保育事業をいう。 

 (6) 小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第

１０項に規定する小規模保育事業をいう。 

 (7) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第６条の

３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業を

いう。 

 (8) 事業所内保育事業 児童福祉法第６条の３

第１２項に規定する事業所内保育事業をい

う。 

 (9) 教育・保育給付認定 法第２０条第４項に

規定する教育・保育給付認定をいう。  

 (10) 教育・保育給付認定保護者 法第２０条

第４項に規定する教育・保育給付認定保護者

をいう。 

 (11) 教育・保育給付認定子ども 法第２０条

第４項に規定する教育・保育給付認定子ども

をいう。 

 (12) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 

子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政

令第２１３号。以下「令」という。）第４条

第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付
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認定子どもをいう。 

 (13) 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４

条第１項第２号に規定する特定満３歳以上保

育認定子どもをいう。 

 (14) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第

２項に規定する満３歳未満保育認定子どもを

いう。 

 (15) 市町村民税所得割合算額 令第４条第２

項第２号に規定する市町村民税所得割合算額

をいう。 

 (16) 負担額算定基準子ども 令第１３条第２

項に規定する負担額算定基準子どもをいう。 

 (17) 支給認定証 法第２０条第４項に規定す

る支給認定証をいう。 

 (18) 教育・保育給付認定の有効期間 法第２

１条に規定する教育・保育給付認定の有効期

間をいう。 

 (19) 特定教育・保育施設 法第２７条第１項

に規定する特定教育・保育施設をいう。 

 (20) 特定教育・保育 法第２７条第１項に規

定する特定教育・保育をいう。 

 (21) 法定代理受領 法第２７条第５項（法第

２８条第４項において準用する場合を含

む。）又は法第２９条第５項（法第３０条第

４項において準用する場合を含む。）の規定

により市町村が支払う特定教育・保育又は特

定地域型保育に要した費用の額の一部を、教

育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・

保育施設又は特定地域型保育事業者が受領す

ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 法第２７条第５項の規定により市が支払う

支給認定教育・保育に要した費用の額の一部

を支給認定保護者に代わり特定教育・保育施

設が受領すること。 
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 (22) 特定地域型保育事業者 法第２９条第１

項に規定する特定地域型保育事業者をいう。 

 

 

 

 (23) 特定地域型保育 法第２９条第１項に規

定する特定地域型保育をいう。 

 

 

 (24) 特別利用保育 法第２８条第１項第２号

に規定する特別利用保育をいう。 

 

 

 

 (25) 特別利用教育 法第２８条第１項第３号

に規定する特別利用教育をいう。 

 (26) 特別利用地域型保育 法第３０条第１項

第２号に規定する特別利用地域型保育をい

う。 

 (27) 特定利用地域型保育 法第３０条第１項

第３号に規定する特定利用地域型保育をい

う。 

 

 

 

 

 （一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業者（以下「特定教育・保育施設等」とい

う。）は、良質かつ適切であり、かつ、子ども

 (2) 法第２８条第４項において準用する法第２

７条第５項の規定により市が支払う特別利用

保育又は特別利用教育に要した費用の額の一

部を支給認定保護者に代わり特定教育・保育

施設が受領すること。 

 (3) 法第２９条第５項の規定により市が支払う

満３歳未満保育認定地域型保育に要した費用

の額の一部を支給認定保護者に代わり特定地

域型保育事業者が受領すること。 

 (4) 法第３０条第４項において準用する法第２

９条第５項の規定により市が支払う特別利用

地域型保育又は特定利用地域型保育に要した

費用の額の一部を支給認定保護者に代わり特

定地域型保育事業者が受領すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項に定める以外のこの条例における用語の

意義は、法及び児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）の定めるところによる。 

 

 （一般原則） 

第３条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業者（以下「特定教育・保育施設等」とい

う。）は、良質かつ適切な内容及び水準の特定
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の保護者の経済的負担の軽減について適切に配

慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特

定地域型保育の提供を行うことにより、全ての

子どもが健やかに成長するために適切な環境が

等しく確保されることを目指すものでなければ

ならない。 

２ 略 

３ 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市

町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地

域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童

福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスを提供する者との密接な連

携に努めなければならない。 

４ 略 

５ 特定教育・保育施設の設置者等（特定教育・

保育施設の設置者、特定地域型保育事業者、特

定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の

管理者その他特定教育・保育施設又は特定地域

型保育事業者の業務を統括する者（当該業務を

統括する者の権限を代行しうる者を含む。）を

いう。次項において同じ。）は、次の各号のい

ずれかに該当する者であってはならない。 

 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団（以下この条において

「暴力団」という。） 

 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律第２条第６号に規定する暴力団員（以

下この条において「暴力団員」という。） 

教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うこ

とにより、全ての子どもが健やかに成長するた

めに適切な環境が等しく確保されることを目指

すものでなければならない。 

 

 

２ 略 

３ 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との

結び付きを重視した運営を行い、県、市、小学

校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・

子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設そ

の他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

４ 略 

５ 特定教育・保育施設の設置者等（特定教育・

保育施設の設置者、特定地域型保育事業者、特

定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者の

管理者その他特定教育・保育施設又は特定地域

型保育事業者の業務を統括する者（当該業務を

統括する者の権限を代行しうる者を含む。）を

いう。次項において同じ。）は、次の各号のい

ずれかに該当する者であってはならない。 

 (1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下この条において「暴

力団」という。） 

 (2) 暴力団による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団（以下こ

の条において「暴力団員」という。） 
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 (3) 略 

６及び７ 略 

 

 （利用定員） 

第４条 特定教育・保育施設（認定こども園及び

保育所に限る。）は、その利用定員（法第２７

条第１項の確認において定めるものに限る。以

下この章において同じ。）の数を２０人以上と

する。 

２ 略 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の

申込みを行った教育・保育給付認定保護者（以

下「利用申込者」という。）に対し、第１７条

に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、

第１２条の規定により支払を受ける費用に関す

る事項その他の利用申込者の教育・保育の選択

に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申

出があった場合には、前項の規定による文書の

交付に代えて、第５項で定めるところにより、

当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記す

べき重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供することがで

 (3) 略 

６及び７ 略 

 

 （利用定員） 

第４条 特定教育・保育施設（認定こども園及び

保育所に限る。）は、その利用定員（法第２７

条第１項の規定による確認において定めるもの

に限る。以下この章において同じ。）の数を２

０人以上とする。 

２ 略 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の

申込みを行った支給認定保護者（以下「利用申

込者」という。）に対し、第１７条に規定する

運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担

その他の利用申込者の教育・保育の選択に資す

ると認められる重要事項を記した文書を交付し

て説明を行い、当該提供の開始について利用申

込者の同意を得なければならない。 

 

２ 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申

出があった場合には、前項の規定による文書の

交付に代えて、第５項で定めるところにより、

当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記す

べき重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って次に掲げるもの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提供することがで
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きる。この場合において、当該特定教育・保育

施設は、当該文書を交付したものとみなす。 

 (1)及び(2) 略 

３～６ 略 

 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

 

第６条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付

認定保護者から利用の申込みを受けたときは、

正当な理由がなければ、これを拒んではならな

い。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設

の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、

当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育

に関する理念、基本方針等に基づく選考その他

公正な方法（第４項において「選考方法」とい

う。）により選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している同項

きる。 

 

 (1)及び(2) 略 

３～６ 略 

 

 （利用申込みに対する正当な理由のない提供拒

否の禁止等） 

第６条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者

から利用の申込みを受けたときは、正当な理由

がなければ、これを拒んではならない。 

 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚

園に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の総数を超える場合においては、抽選、申込み

を受けた順序により決定する方法、当該特定教

育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理

念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法

（第４項において「選考方法」という。）によ

り選考しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、利

用の申込みに係る法第１９条第１項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している同項
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第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの総数

が、当該特定教育・保育施設の同項第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる教育・保育給付認定子ど

もが優先的に利用できるよう、選考するものと

する。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考方法を

あらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示し

た上で、選考を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教

育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な教

育・保育を提供することが困難である場合は、

適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育

事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。 

 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・

保育施設の利用について法第４２条第１項の規

定により市町村が行うあっせん及び要請に対

し、協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、法

第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用に

第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子どもの総数が、当該特定

教育・保育施設の同項第２号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、支給認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる支

給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。 

 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考方法を

あらかじめ支給認定保護者に明示した上で、選

考を行わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支

給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提

供することが困難である場合は、適切な特定教

育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介す

る等の適切な措置を速やかに講じなければなら

ない。 

 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・

保育施設の利用について法第４２条第１項の規

定により市が行うあっせん及び要請に対し、協

力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育

所に限る。以下この項において同じ。）は、法

第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係

る当該特定教育・保育施設の利用について児童
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ついて児童福祉法第２４条第３項（同法附則第

７３条第１項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により市町村が行う調整

及び要請に対し、協力しなければならない。 

 

 （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、必要に応じて、教

育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証

（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交

付を受けていない場合にあっては、子ども・子

育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４

４号）第７条第２項の規定による通知）によっ

て、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第１９条第１項各号

に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保

育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確か

めるものとする。 

 

 （教育・保育給付認定の申請に係る援助） 

第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付

認定を受けていない保護者から利用の申込みが

あった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

わなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、法第２３条第１項の

規定による教育・保育給付認定の変更の認定の

申請が遅くとも教育・保育給付認定保護者が受

けている教育・保育給付認定の有効期間の満了

日の３０日前には行われるよう必要な援助を行

福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第１

項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により市が行う調整及び要請に対

し、協力しなければならない。 

 

 （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育

の提供を求められた場合は、支給認定保護者の

提示する支給認定証によって、支給認定の有

無、支給認定子どもの該当する法第１９条第１

項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支

給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめる

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 （支給認定の申請に係る援助） 

第９条 特定教育・保育施設は、支給認定を受け

ていない保護者から利用の申込みがあった場合

は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに法第

２０条第１項の規定による申請が行われるよう

必要な援助を行わなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、法第２３条第１項の

規定による支給認定の変更の認定の申請が遅く

とも支給認定保護者が受けている支給認定の有

効期間の満了日の３０日前には行われるよう必

要な援助を行わなければならない。ただし、緊
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わなければならない。ただし、緊急その他やむ

を得ない理由がある場合には、この限りでな

い。 

 

 （心身の状況等の把握） 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供に当たっては、教育・保育給付認定子

どもの心身の状況、その置かれている環境、他

の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に

努めなければならない。 

 

 （利用者負担額等の受領） 

第１２条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者

（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者に限る。）から当該特定教育・

保育に係る利用者負担額（満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者につい

ての法第２７条第３項第２号に掲げる額をい

う。）の支払を受けるものとする。 

 

 

 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受け

ないときは、教育・保育給付認定保護者から、

当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用

基準額（法第２７条第３項第１号に掲げる額を

いう。次項において同じ。）の支払を受けるも

のとする。 

 

急その他やむを得ない理由がある場合には、こ

の限りでない。 

 

 

 （心身の状況等の把握） 

第１０条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供に当たっては、支給認定子どもの心身

の状況、その置かれている環境、他の特定教

育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

 

 （利用者負担額等の受領） 

第１２条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以

下この条及び次条において同じ。）を提供した

際は、支給認定保護者から当該特定教育・保育

に係る利用者負担額（法第２７条第３項第２号

に掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用保

育を提供する場合にあっては法第２８条第２項

第２号に規定する市が定める額とし、特別利用

教育を提供する場合にあっては同項第３号に規

定する市が定める額とする。）をいう。）の支

払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受け

ないときは、支給認定保護者から、当該特定教

育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法

第２７条第３項第１号に規定する額（その額が

現に当該特定教育・保育に要した費用を超える

ときは、当該現に特定教育・保育に要した費用

の額）をいい、当該特定教育・保育施設が特別
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３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受け

る額のほか、特定教育・保育の提供に当たっ

て、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で

特に必要であると認められる対価について、当

該特定教育・保育に要する費用として見込まれ

るものの額と特定教育・保育費用基準額との差

額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払

を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受け

る額のほか、特定教育・保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を教育・保育給付認定保護者から受け

ることができる。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に

要する費用 

 

 

利用保育を提供する場合にあっては法第２８条

第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特別利用保育に要した費用を超えるときは、

当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、

特別利用教育を提供する場合にあっては同項第

３号に規定する内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該特別利

用教育に要した費用を超えるときは、当該現に

特別利用教育に要した費用の額）をいう。次項

において同じ。）の支払を受けるものとする。 

３ 特定教育・保育施設は、前２項の支払を受け

る額のほか、特定教育・保育の提供に当たっ

て、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で

特に必要であると認められる対価について、当

該特定教育・保育に要する費用として見込まれ

るものの額と特定教育・保育費用基準額との差

額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払

を支給認定保護者から受けることができる。 

 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受け

る額のほか、特定教育・保育において提供され

る便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を支給認定保護者から受けることがで

きる。 

 (1)及び(2) 略 

 (3) 食事の提供に要する費用（法第１９条第１

項第３号に掲げる小学校就学前子どもに対す

る食事の提供に要する費用を除き、同項第２

号に掲げる小学校就学前子どもについては主
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  ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、その教

育・保育給付認定保護者及び当該教育・保

育給付認定保護者と同一の世帯に属する者

に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ

(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未満であるものに

対する副食の提供 

   (ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども ７７，１０１円 

   (ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。イ(ｲ)において同じ。）

 ５７，７００円（令第４条第２項第６

号に規定する特定教育・保育給付認定保

護者にあっては、７７，１０１円） 

  イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、負担額算

定基準子ども又は小学校第３学年修了前子

ども（小学校、義務教育学校の前期課程又

は特別支援学校の小学部の第１学年から第

３学年までに在籍する子どもをいう。以下

イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以

上いる場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める

者に該当するものに対する副食の提供（ア

に該当するものを除く。） 

   (ｱ) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

食の提供に係る費用に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

付認定子ども 負担額算定基準子ども又

は小学校第３学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

   (ｲ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども 負担額算定基準子ども

（そのうち最年長者及び２番目の年長者

である者を除く。）である者 

  ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事

の提供 

 (4) 略 

 (5) 前４号に掲げるもののほか、特定教育・保

育において提供される便宜に要する費用のう

ち、特定教育・保育施設の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、教

育・保育給付認定保護者に負担させることが

適当と認められるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前４項の費用の額の

支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保

護者に対し交付しなければならない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の

金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金

銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護

者に金銭の支払を求める理由について書面によ

って明らかにするとともに、教育・保育給付認

定保護者に対して説明を行い、文書による同意

を得なければならない。ただし、第４項の規定

による金銭の支払に係る同意については、文書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 略 

 (5) 前４号に掲げるもののほか、特定教育・保

育において提供される便宜に要する費用のう

ち、特定教育・保育施設の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、支給

認定保護者に負担させることが適当と認めら

れるもの 

５ 特定教育・保育施設は、前４項の費用の額の

支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し

交付しなければならない。 

６ 特定教育・保育施設は、第３項及び第４項の

金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金

銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の

支払を求める理由について書面によって明らか

にするとともに、支給認定保護者に対して説明

を行い、文書による同意を得なければならな

い。ただし、第４項の規定による金銭の支払に

係る同意については、文書によることを要しな
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によることを要しない。 

 

 （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１３条 特定教育・保育施設は、法定代理受領

により特定教育・保育に係る施設型給付費（法

第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下こ

の項、次条及び第３７条第３項において同

じ。）の支給を受けた場合は、教育・保育給付

認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保

護者に係る施設型給付費の額を通知しなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代

理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の

額の支払を受けた場合は、その提供した特定教

育・保育の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載した特定教育・保育提供証明書

を教育・保育給付認定保護者に対して交付しな

ければならない。 

 

 （教育・保育給付認定保護者に関する市町村へ

の通知） 

第１４条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育を受けている教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正

な行為によって施設型給付費の支給を受け、又

は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付

してその旨を市町村に通知しなければならな

い。 

 

 （特定教育・保育に関する評価等） 

い。 

 

 （施設型給付費等の額に係る通知等） 

第１３条 特定教育・保育施設は、法定代理受領

により特定教育・保育に係る法第２７条第１項

に規定する施設型給付費（法第２８条第１項に

規定する特例施設型給付費を含む。以下この項

及び次条において同じ。）の支給を受けた場合

は、支給認定保護者に対し、当該支給認定保護

者に係る施設型給付費の額を通知しなければな

らない。 

２ 特定教育・保育施設は、前条第２項の法定代

理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の

額の支払を受けた場合は、その提供した特定教

育・保育の内容、費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載した特定教育・保育提供証明書

を支給認定保護者に対して交付しなければなら

ない。 

 

 （支給認定保護者に関する市への通知） 

 

第１４条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育を受けている支給認定子どもの保護者が偽り

その他不正な行為によって施設型給付費の支給

を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を市に通知しなければ

ならない。 

 

 

 （特定教育・保育に関する評価等） 
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第１６条 略 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教

育・保育施設を利用する教育・保育給付認定保

護者その他の特定教育・保育施設の関係者（当

該特定教育・保育施設の職員を除く。）による

評価又は外部の者による評価を受けて、それら

の結果を公表し、常にその改善を図るよう努め

なければならない。 

 

 （運営規程） 

第１７条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施

設の運営についての重要事項に関する規程（第

２８条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 第１２条の規定により教育・保育給付認定

保護者から支払を受ける費用の種類､支払を

求める理由及びその額 

 (6)～(11) 略 

 

 （勤務体制の確保等） 

第１８条 特定教育・保育施設は、教育・保育給

付認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を

提供することができるよう、職員の勤務の体制

を定めておかなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育

施設の職員によって特定教育・保育を提供しな

ければならない。ただし、教育・保育給付認定

子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影

響を及ぼさない業務については、この限りでな

第１６条 略 

２ 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教

育・保育施設を利用する支給認定保護者その他

の特定教育・保育施設の関係者（当該特定教

育・保育施設の職員を除く。）による評価又は

外部の者による評価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図るよう努めなければ

ならない。 

 

 （運営規程） 

第１７条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲

げる施設の運営についての重要事項に関する規

程（第２８条において「運営規程」という。）

を定めておかなければならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 支給認定保護者から受領する利用者負担そ

の他の費用の種類､支払を求める理由及びそ

の額 

 (6)～(11) 略 

 

 （勤務体制の確保等） 

第１８条 特定教育・保育施設は、支給認定子ど

もに対し、適切な特定教育・保育を提供するこ

とができるよう、職員の勤務の体制を定めてお

かなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育

施設の職員によって特定教育・保育を提供しな

ければならない。ただし、支給認定子どもに対

する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。 
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い。 

３ 略 

 

 （緊急時等の対応） 

第２０条 特定教育・保育施設の職員は、現に特

定教育・保育の提供を行っているときに教育・

保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第２１条 略 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定

子どもに対する特定教育・保育の提供により事

故が発生した場合は、速やかに市町村、当該教

育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定

子どもに対する特定教育・保育の提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。 

 

 （教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う

原則） 

第２３条 特定教育・保育施設は、いかなる理由

によっても、当該特定教育・保育施設を利用す

 

３ 略 

 

 （緊急時等の対応） 

第２０条 特定教育・保育施設の職員は、現に特

定教育・保育の提供を行っているときに支給認

定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要

な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護

者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

 

 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第２１条 略 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対

する特定教育・保育の提供により事故が発生し

た場合は、速やかに市、当該支給認定子どもの

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

 

３ 略 

４ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対

する特定教育・保育の提供により賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

 

 （支給認定子どもを平等に取り扱う原則） 

 

第２３条 特定教育・保育施等は、いかなる理由

によっても、当該特定教育・保育施設等を利用
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る教育・保育給付認定子どもを差別的に取り扱

ってはならない。 

 

 （虐待等の禁止） 

第２４条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３

条の１０各号に掲げる行為その他当該教育・保

育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定

こども園及び保育所に限る。以下この条におい

て同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理

者は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福

祉法第４７条第３項の規定により懲戒に関しそ

の教育・保育給付認定子どもの福祉のために必

要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人

格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

 

 （秘密保持等） 

第２６条 特定教育・保育施設の職員（職員であ

った者を含む。次項において同じ。）及び管理

者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密

を漏らしてはならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認

定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 

する小学校就学前子どもを差別的に取り扱って

はならない。 

 

 （虐待等の禁止） 

第２４条 特定教育・保育施設の職員は、支給認

定子どもに対し、児童福祉法第３３条の１０各

号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心

身に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設（幼保連携型認定

こども園及び保育所に限る。以下この条におい

て同じ。）の長たる特定教育・保育施設の管理

者は、支給認定子どもに対し児童福祉法第４７

条第３項の規定により懲戒に関しその支給認定

子どもの福祉のために必要な措置を採るとき

は、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権

限を濫用してはならない。 

 

 （秘密保持等） 

第２６条 特定教育・保育施設の職員（職員であ

った者を含む。次項において同じ。）及び管理

者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た

支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らして

はならない。 

２ 特定教育・保育施設は、職員が、正当な理由

がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必

要な措置を講じなければならない。 
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３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教

育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業

を行う者その他の機関に対して、教育・保育給

付認定子どもに関する情報を提供する際には、

あらかじめ文書により当該教育・保育給付認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者の同意

を得ておかなければならない。 

 

 （情報の提供等） 

第２９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育施設を利用しようとする小学校就学前子ども

に係る教育・保育給付認定保護者が、その希望

を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択す

ることができるように、当該特定教育・保育施

設が提供する特定教育・保育の内容に関する情

報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 略 

 

 （相談及び援助） 

第３０条 特定教育・保育施設は、常に教育・保

育給付認定子どもの心身の状況、その置かれて

いる環境等の的確な把握に努め、当該教育・保

育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対

し、その相談に適切に応じるとともに、必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

 

 （苦情解決） 

第３１条 特定教育・保育施設は、その提供した

特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子

３ 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教

育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業

を行う者その他の機関に対して、支給認定子ど

もに関する情報を提供する際には、あらかじめ

文書により当該支給認定子どもの保護者の同意

を得ておかなければならない。 

 

 

 （情報の提供等） 

第２９条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育施設を利用しようとする小学校就学前子ども

に係る支給認定保護者がその希望を踏まえて適

切に特定教育・保育施設を選択することができ

るよう当該特定教育・保育施設が提供する特定

教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよ

う努めなければならない。 

２ 略 

 

 （相談及び援助） 

第３０条 特定教育・保育施設は、常に支給認定

子どもの心身の状況、その置かれている環境等

の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその

保護者に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の援助を行わなければな

らない。 

 

 

 （苦情解決） 

第３１条 特定教育・保育施設は、その提供した

特定教育・保育に関する支給認定子ども又は支
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ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当

該教育・保育給付認定子どもの家族（以下この

条において「教育・保育給付認定子ども等」と

いう。）からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために、苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 略 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教

育・保育に関する教育・保育給付認定子ども等

からの苦情に関して市町村が実施する事業に協

力するよう努めなければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教

育・保育に関し、法第１４条第１項の規定によ

り市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の

物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村

の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設

の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に

応じ、及び教育・保育給付認定子ども等からの

苦情に関して市町村が行う調査に協力するとと

もに、市町村から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

５ 特定教育・保育施設は、市町村からの求めが

あった場合には、前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

 

 （小学校等との連携） 

第３２条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供の終了に際しては、教育・保育給付認

定子どもについて、小学校における教育又は他

給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家

族（以下この条において「支給認定子ども等」

という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために、苦情を受け付けるための窓口を設置

する等の必要な措置を講じなければならない。 

 

２ 略 

３ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教

育・保育に関する支給認定子ども等からの苦情

に関して市が実施する事業に協力するよう努め

なければならない。 

４ 特定教育・保育施設は、その提供した特定教

育・保育に関し、法第１４条第１項の規定によ

り市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件

の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員か

らの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若

しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及

び支給認定子ども等からの苦情に関して市が行

う調査に協力するとともに、市から指導又は助

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

 

５ 特定教育・保育施設は、市からの求めがあっ

た場合には、前項の改善の内容を市に報告しな

ければならない。 

 

 （小学校等との連携） 

第３２条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供の終了に際しては、支給認定子どもに

ついて、小学校における教育又は他の特定教
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の特定教育・保育施設等において継続的に提供

される教育・保育との円滑な接続に資するよ

う、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提

供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域

子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関

との密接な連携に努めなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（法第１９条第１項第３

号に掲げる小学校就学前子どものみに特定教

育・保育を給付するものに限る。）は、当該特

定教育・保育施設により特定教育・保育の提供

を受けていた教育・保育給付認定子どもを、当

該特定教育・保育の提供の終了に際して、当該

教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者の希望に基づき、受け入れて引き

続き教育又は保育を提供することができる認定

こども園、幼稚園又は保育所を適切に確保しな

ければならない。 

 

 （記録の整備） 

第３５条 略 

２ 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定

子どもに対する特定教育・保育の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

 (1) 第１１条の規定による特定教育・保育の提

供の記録 

 (2) 第１４条の規定による市町村への通知に係

る記録 

 (3)～(5) 略 

 

育・保育施設等において継続的に提供される教

育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認

定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事

業を行う者その他の機関との密接な連携に努め

なければならない。 

２ 特定教育・保育施設（法第１９条第１項第３

号に掲げる小学校就学前子どものみに特定教

育・保育を給付するものに限る。）は、当該特

定教育・保育施設により特定教育・保育の提供

を受けていた支給認定子どもを、当該特定教

育・保育の提供の終了に際して、当該支給認定

子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき、

受け入れて引き続き教育又は保育を提供するこ

とができる認定こども園、幼稚園又は保育所を

適切に確保しなければならない。 

 

 

 （記録の整備） 

第３５条 略 

２ 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対

する特定教育・保育の提供に関する次の各号に

掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

 (1) 第１１条に規定する提供した特定教育・保

育に係る必要な事項の提供の記録 

 (2) 第１４条に規定する市への通知に係る記録 

 

 (3)～(5) 略 
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 （特別利用保育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特別利用保

育を提供する場合には、法第３４条第１項第３

号に規定する基準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保

育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

利用している同項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、第４条第２項第３号の規定により定め

られた法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないも

のとする。 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用保育を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）

を、それぞれ含むものとして、前節（第６条第

３項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用

する。この場合において、第６条第２項中「特

定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。）」とあるの

は「特定教育・保育施設（特別利用保育を提供

している施設に限る。以下この項において同

 （特別利用保育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

この条において同じ。）が法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子どもに対し特別利用保育を提供する場

合には、法第３４条第１項第３号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保

育に係る法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数

及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい

る同項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもの総数が、第４条第２項

第３号の規定により定められた法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利

用定員の数を超えないものとする。 

 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用保育を含むものとして、この章

（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の

規定を適用する。この場合において、第６条第

２項中「特定教育・保育施設（認定こども園又

は幼稚園に限る。以下この項において同

じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特

別利用保育を提供している施設に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」

とあるのは「同項第１号又は第２号に掲げる小
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じ。）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数」と、第１２条第２項中

「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同

条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ど

も（特別利用保育を受ける者を除く。）」と、

同号イ(ｲ)中「除く」とあるのは「除き、特別

利用保育を受ける者を含む」とする。 

 

 （特別利用教育の基準） 

第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用

教育を提供する場合には、法第３４条第１項第

２号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教

育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に

学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （特別利用教育の基準） 

第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

次項において同じ。）が法第１９条第１項第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場

合には、法第３４条第１項第２号に規定する基

準を遵守しなければならない。 

 

２ 特定教育・保育施設が前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教

育に係る法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもの数

及び当該特定教育・保育施設を現に利用してい
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利用している同項第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、第４条第２項第２号の規定により定め

られた法第１９条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないも

のとする。 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を、施設型給付費には特例

施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前

節（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第６条

第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と

あるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１

項第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」

と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数」とある

のは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数」と、第１２条第２項中「法第２７条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２

８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３

号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中

「を除く」とあるのは「及び特別利用教育を受

ける者を除く」とする。 

 

る同項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもの総数が、第４条第２項

第２号の規定により定められた法第１９条第１

項第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利

用定員の数を超えないものとする。 

 

３ 特定教育・保育施設が第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保

育には特別利用教育を含むものとして、この章

（第６条第３項及び第７条第２項を除く。）の

規定を適用する。この場合において、第６条第

２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあ

るのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、

第１２条第４項第３号中「除き、同項第２号に

掲げる小学校就学前子どもについては主食の提

供に係る費用に限る。）」とあるのは「除

く。）」とする。 
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 （利用定員） 

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育事

業を除く。）の利用定員（法第２９条第１項の

確認において定めるものに限る。以下この章に

おいて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっ

ては１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型

（吉川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年吉川市条例

第１８号）第３１条に規定する小規模保育事業

Ａ型をいう。第４９条第３項第１号において同

じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同条例第３４

条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４

９条第３項第１号において同じ。）にあっては

６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同

条例第３６条に規定する小規模保育事業Ｃ型を

いう。附則第３条において同じ。）にあっては

６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあ

っては１人とする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定

地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域

型保育事業所」という。）ごとに、法第１９条

第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所に

あっては、吉川市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例第４５条の規定

を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもを保育するため当該事業所内保

育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る

当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事

 （利用定員） 

第３８条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保

育事業にあっては、その利用定員（法第２９条

第１項の確認において定めるものに限る。以下

この章において同じ。）の数を１人以上５人以

下、小規模保育事業Ａ型（吉川市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年吉川市条例第１８号）第３０条に

規定する小規模保育事業Ａ型をいう。）及び小

規模保育事業Ｂ型（同条に規定する小規模保育

事業Ｂ型をいう。）にあってはその利用定員の

数を６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ型

（同条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。

附則第４条において同じ。）にあってはその利

用定員の数を６人以上１０人以下、居宅訪問型

保育事業にあってはその利用定員の数を１人と

する。 

 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定

地域型保育事業を行う事業所（以下「特定地域

型保育事業所」という。）ごとに、法第１９条

第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係

る利用定員（事業所内保育事業を行う事業所に

あっては、吉川市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準に関する条例第４５条の規定

を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもを保育するため当該事業所内保

育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る

当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育事
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業が、事業主団体に係るものにあっては事業主

団体の構成員である事業主の雇用する労働者の

監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等

（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規

定する共済組合等をいう。）に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校

就学前子どもとする。）及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前

子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区

分して定めるものとする。 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第３９条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利

用申込者に対し、第４６条に規定する運営規程

の概要、第４９条第１項に規定する連携施設の

種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体

制、第４３条の規定により支払を受ける費用に

関する事項その他の利用申込者の保育の選択に

資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始について利

用申込者の同意を得なければならない。 

２ 略 

 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第４０条 特定地域型保育事業者は、教育・保育

給付認定保護者から利用の申込みを受けたとき

業が、事業主団体に係るものにあっては事業主

団体の構成員である事業主の雇用する労働者の

監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等

（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハに規

定する共済組合等をいう。）に係るものにあっ

ては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校

就学前子どもとする。）及びその他の小学校就

学前子どもごとに定める法第１９条第１項第３

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

とする。）を、満１歳に満たない小学校就学前

子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに区

分して定めるものとする。 

 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第３９条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利

用申込者に対し、第４６条に規定する運営規程

の概要、第４９条第１項に規定する連携施設の

種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体

制、利用者負担その他の利用申込者の保育の選

択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、当該提供の開始につい

て利用申込者の同意を得なければならない。 

 

２ 略 

 

 （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第４０条 特定地域型保育事業者は、支給認定保

護者から利用の申込みを受けたときは、正当な
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は、正当な理由がなければ、これを拒んではな

らない。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に

利用している満３歳未満保育認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章

において同じ。）の総数が、当該特定地域型保

育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、法第２０条第４項の規定による認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる

満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

３ 前項の特定地域型保育事業者は、前項の選考

方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に

明示した上で、選考を行わなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供

体制の確保が困難である場合その他利用申込者

に係る満３歳未満保育認定子どもに対し自ら適

切な教育・保育を提供することが困難である場

合は、第４９条第１項に規定する連携施設その

他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型

保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに

講じなければならない。 

 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育事業の利用について法第５４条第１項の規

理由がなければ、これを拒んではならない。 

 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係

る法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学

前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に

利用している同号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子どもの総数が、当該特定

地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、法第２０条第４項に規定する支

給認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等

の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる支給認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

 

３ 前項の特定地域型保育事業者は、前項の選考

方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上

で、選考を行わなければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供

体制の確保が困難である場合その他利用申込者

に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・

保育を提供することが困難である場合は、第４

９条第１項に規定する連携施設その他の適切な

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。 

 

 （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育事業の利用について法第５４条第１項の規
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定により市町村が行うあっせん及び要請に対

し、できる限り協力しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認

定子どもに係る特定地域型保育事業の利用につ

いて児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７

３条第１項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定により市町村が行う調整及

び要請に対し、できる限り協力しなければなら

ない。 

 

 

 （心身の状況等の把握） 

第４２条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育の提供に当たっては、満３歳未満保育認定

子どもの心身の状況、その置かれている環境、

他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握

に努めなければならない。 

 

 （利用者負担額等の受領） 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護

者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額

（法第２９条第３項第２号に掲げる額をい

う。）の支払を受けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

定により市が行うあっせん及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、法第１９条第１項

第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利

用について児童福祉法第２４条第３項（同法附

則第７３条第１項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定により市が行う調整

及び要請に対し、できる限り協力しなければな

らない。 

 

 （心身の状況等の把握） 

第４２条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育の提供に当たっては、支給認定子どもの心

身の状況、その置かれている環境、他の特定教

育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

 

 （利用者負担額等の受領） 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型

保育（特別利用地域型保育及び特定利用地域型

保育を含む。以下この条及び第５１条において

準用する第１３条において同じ。）を提供した

際は、支給認定保護者から当該特定地域型保育

に係る利用者負担額（法第２９条第３項第２号

に掲げる額（当該特定地域型保育事業者が特別

利用地域型保育を提供する場合にあっては法第

３０条第２項第２号に規定する市が定める額と

し、特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては同項第３号に規定する市が定める額とす
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２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受

けないときは、教育・保育給付認定保護者か

ら、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育

費用基準額（法第２９条第３項第１号に掲げる

額をいう。次項において同じ。）の支払を受け

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受

ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たっ

て、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で

特に必要であると認められる対価について、当

該特定地域型保育に要する費用として見込まれ

るものの額と特定地域型保育費用基準額との差

額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払

を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 

る。）をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受

けないときは、支給認定保護者から、当該特定

地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額

（法第２９条第３項第１号に掲げる額（その額

が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特定地域型保育に要し

た費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業

者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては法第３０条第２項第２号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該特別利用地域型保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特別利用

地域型保育に要した費用の額）を、特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては同項第３号

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該特定利用地

域型保育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特定利用地域型保育に要した費用の額）

をいう。次項において同じ。）の支払を受ける

ものとする。 

３ 特定地域型保育事業者は、前２項の支払を受

ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たっ

て、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で

特に必要であると認められる対価について、当

該特定地域型保育に要する費用として見込まれ

るものの額と特定地域型保育費用基準額との差

額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払

を支給認定保護者から受けることができる。 

 



29 

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受

ける額のほか、特定地域型保育において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用

の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受

けることができる。 

 (1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に

必要な物品の購入に要する費用 

 (2)及び(3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型保

育において提供される便宜に要する費用のう

ち、特定地域型保育事業の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、教

育・保育給付認定保護者に負担させることが

適当と認められるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前４項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証

を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定

保護者に対し交付しなければならない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項

の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該

金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保

護者に金銭の支払を求める理由について書面に

よって明らかにするとともに、教育・保育給付

認定保護者に対して説明を行い、文書による同

意を得なければならない。ただし、第４項の規

定による金銭の支払に係る同意については、文

書によることを要しない。 

 

 （運営規程） 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる

４ 特定地域型保育事業者は、前３項の支払を受

ける額のほか、特定地域型保育において提供さ

れる便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げ

る費用の額の支払を支給認定保護者から受ける

ことができる。 

 (1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に

必要な物品 

 (2)及び(3) 略 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、特定地域型保

育において提供される便宜に要する費用のう

ち、特定地域型保育事業の利用において通常

必要とされるものに係る費用であって、支給

認定保護者に負担させることが適当と認めら

れるもの 

５ 特定地域型保育事業者は、前４項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証

を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対

し交付しなければならない。 

６ 特定地域型保育事業者は、第３項及び第４項

の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該

金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭

の支払を求める理由について書面によって明ら

かにするとともに、支給認定保護者に対して説

明を行い、文書による同意を得なければならな

い。ただし、第４項の規定による金銭の支払に

係る同意については、文書によることを要しな

い。 

 

 （運営規程） 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次の各号に
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事業の運営についての重要事項に関する規程

（第５１条において準用する第２８条において

「運営規程」という。）を定めておかなければ

ならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 第４３条の規定により教育・保育給付認定

保護者から支払を受ける費用の種類、支払を

求める理由及びその額 

 (6)～(11) 略 

 

 （勤務体制の確保等） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、満３歳未満

保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育

を提供することができるよう、特定地域型保育

事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかな

ければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事

業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員

によって特定地域型保育を提供しなければなら

ない。ただし、満３歳未満保育認定子どもに対

する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさ

ない業務については、この限りでない。 

３ 略 

 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４９条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保

育事業を行う者を除く。以下この項から第５項

までにおいて同じ。）は、特定地域型保育が適

正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育

が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程（第５１条において準用する第２８条にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなけ

ればならない。 

 (1)～(4) 略 

 (5) 支給認定保護者から受領する利用者負担そ

の他の費用の種類、支払を求める理由及びそ

の額 

 (6)～(11) 略 

 

 （勤務体制の確保等） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、支給認定子

どもに対し、適切な特定地域型保育を提供する

ことができるよう、特定地域型保育事業所ごと

に職員の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事

業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員

によって特定地域型保育を提供しなければなら

ない。ただし、支給認定子どもに対する特定地

域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。 

３ 略 

 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４９条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保

育事業を行う者を除く。この項において同

じ。）は、特定地域型保育が適正かつ確実に実

施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供

されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を
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係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は

保育所（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

 (1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳

未満保育認定子どもに集団保育を体験させる

ための機会の設定、特定地域型保育の適切な

提供に必要な特定地域型保育事業者に対する

相談、助言その他の保育の内容に関する支援

を行うこと。 

 (2) 必要に応じて、代替保育（特定地域型保育

事業所の職員の病気、休暇等により特定地域

型保育を提供することができない場合に、当

該特定地域型保育事業者に代わって提供する

特定教育・保育をいう。以下この条において

同じ。）を提供すること。 

 (3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域

型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認

定子ども（事業所内保育事業を利用する満３

歳未満保育認定子どもにあっては、第３８条

第２項に規定するその他の小学校就学前子ど

もに限る。以下この号において同じ。）を、

当該特定地域型保育の提供の終了に際して、

当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続

き当該連携施設において受け入れて教育・保

育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保

育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難で

あると認める場合であって、次の各号に掲げる

要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２

行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下

「連携施設」という。）を適切に確保しなけれ

ばならない。 

 (1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認

定子どもに集団保育を体験させるための機会

の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要

な特定地域型保育事業者に対する相談、助言

その他の保育の内容に関する支援を行うこ

と。 

 (2) 必要に応じて、代替保育（特定地域型保育

事業所の職員の病気、休暇等により特定地域

型保育を提供することができない場合に、当

該特定地域型保育事業者に代わって提供する

特定教育・保育をいう。）を提供すること。 

 

 (3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域

型保育の提供を受けていた支給認定子ども

（事業所内保育事業を利用する支給認定子ど

もにあっては、第３８条第２項に規定するそ

の他の小学校就学前子どもに限る。以下この

号において同じ。）を、当該特定地域型保育

の提供の終了に際して、当該支給認定子ども

に係る支給認定保護者の希望に基づき、引き

続き当該連携施設において受け入れて教育・

保育を提供すること。 
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号の規定を適用しないこととすることができ

る。 

 (1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化さ

れていること。 

 (2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を

行う者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられているこ

と。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 

 (1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保

育事業を行う場所又は事業所（次号において

「事業実施場所」という。）以外の場所又は

事業所において代替保育が提供される場合 

小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業

Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号に

おいて「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい

う。） 

 (2) 事業実施場所において代替保育が提供され

る場合 事業の規模等を勘案して小規模保育

事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市

が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項

第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認めるときは、同号の規定を
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適用しないこととすることができる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者

は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以

上のものに限る。）であって、市長が適当と認

めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者として適切に確保しなければな

らない。 

 (1) 法第５９条の２第１項の規定による助成を

受けている者の設置する施設（児童福祉法第

６条の３第１２項に規定する業務を目的とす

るものに限る。） 

 (2) 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する

業務又は同法第３９条第１項に規定する業務

を目的とする施設であって、同法第６条の３

第９項第１号に規定する保育を必要とする乳

児・幼児の保育を行うことに要する費用に係

る地方公共団体の補助を受けているもの 

６ 居宅訪問型保育事業を行う者は、吉川市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例第４０条第１号に規定する乳幼児に対

する保育を行う場合にあっては、第１項本文の

規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等

の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便

宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携

する障害児入所施設（児童福祉法第４２条に規

定する障害児入所施設をいう。）その他の市の

指定する施設を適切に確保しなければならな

い。 

７ 事業所内保育事業（第３８条第２項の規定に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 居宅訪問型保育事業を行う者は、吉川市家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準に関

する条例第４０条第１号に規定する乳幼児に対

する保育を行う場合にあっては、前項本文の規

定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の

状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜

の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携す

る障害児入所施設（児童福祉法第４２条に規定

する障害児入所施設をいう。）その他の市の指

定する施設を適切に確保しなければならない。 

 

３ 事業所内保育事業を行う者であって、第３８
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より定める利用定員が２０人以上のものに限

る。次項において「保育所型事業所内保育事

業」という。）を行う者については、第１項本

文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当た

って、同項第１号及び第２号に係る連携協力を

求めることを要しない。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、

児童福祉法第６条の３第１２項第２号に規定す

る事業を行うものであって、市長が適当と認め

るもの（附則第４条において「特例保育所型事

業所内保育事業者」という。）については、第

１項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保

をしないことができる。 

９ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

提供の終了に際しては、満３歳未満保育認定子

どもについて、連携施設又は他の特定教育・保

育施設等において継続的に提供される教育・保

育との円滑な接続に資するよう、満３歳未満保

育認定子どもに係る情報の提供その他連携施

設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育

て支援事業を実施する者等との密接な連携に努

めなければならない。 

 

 （記録の整備） 

第５０条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認

定子どもに対する特定地域型保育の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

 (1) 略 

条第２項の規定により定める利用定員が２０人

以上のものについては、第１項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保に当たって、同項第

１号及び第２号に係る連携協力を求めることを

要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の

提供の終了に際しては、支給認定子どもについ

て、連携施設又は他の特定教育・保育施設等に

おいて継続的に提供される教育・保育との円滑

な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情

報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設

等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者

等との密接な連携に努めなければならない。 

 

 

 （記録の整備） 

第５０条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに

対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存

しなければならない。 

 (1) 略 
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 (2) 次条において準用する第１１条の規定によ

る特定地域型保育の提供の記録 

 

 (3) 次条において準用する第１４条の規定によ

る市町村への通知に係る記録 

 (4)及び(5) 略 

 

 （準用） 

第５１条 第８条、第９条、第１１条、第１３

条、第１４条及び第２０条から第３４条までの

規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保

育事業所及び特定地域型保育について準用す

る。この場合において、第１１条の見出し中

「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、

第１３条の見出し中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と、同条第１項中「施

設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付費

をいう。以下この項、次条及び第３７条第３

項」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９

条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この

項及び次条」と、「施設型給付費の」とあるの

は「地域型保育給付費の」と、同条第２項中

「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特

定地域型保育提供証明書」と、第１４条中「施

設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」

と、第３２条中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３

歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この節において同

じ。）」と読み替えるものとする。 

 (2) 次条において準用する第１１条に規定する

提供した特定地域型保育に係る必要な事項の

提供の記録 

 (3) 次条において準用する第１４条に規定する

市への通知に係る記録 

 (4)及び(5) 略 

 

 （準用） 

第５１条 第８条、第９条、第１１条、第１３

条、第１４条並びに第２０条から第３４条まで

の規定は、特定地域型保育事業について準用す

る。この場合において、第１３条第１項中「法

第２７条第１項に規定する施設型給付費（法第

２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含

む。以下この項及び次条において同じ。）」と

あるのは「特定地域型保育（特別利用地域型保

育及び特定利用地域型保育を含む。第５１条に

おいて準用する次項及び次条において同

じ。）」と、「施設型給付費の」とあるのは

「地域型保育給付費の」と、同条第２項及び第

１４条中「特定教育・保育」とあるのは「特定

地域型保育」と、同条中「施設型給付費」とあ

るのは「地域型保育給付費」と、第２８条中

「運営規程」とあるのは「第４６条に規定する

事業の運営についての重要事項に関する規程」

と読み替えるものとする。 
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 （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用

地域型保育を提供する場合には、法第４６条第

１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している満３歳未満保育認

定子ども（次条第１項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数

が、第３８条第２項の規定により定められた利

用定員の数を超えないものとする。 

 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第

３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。

次条第３項において同じ。）を、それぞれ含む

ものとして、この章（第４１条第２項を除き、

第５１条において準用する第８条、第９条、第

 

 （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、当該

特別利用地域型保育に係る法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を

現に利用している同項第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども（次条第

１項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合にあっては当該特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含

む。）の総数が、第３８条第２項の規定により

定められた利用定員の数を超えないものとす

る。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特別利用地域型保育を含むも

のとして、この章（第４０条第２項及び第４１

条第２項を除く。）の規定を適用する。 
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１１条、第１３条、第１４条及び第２０条から

第３４条までを含む。）の規定を適用する。こ

の場合において、第４０条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第３号に掲げる小

学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申

込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育

認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを

除く。以下この章において同じ。）」とあるの

は「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども（第５３条第１項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。）」と、「法第２０条第４項の規定による

認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認

められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込み

を受けた順序により決定する方法、当該特定地

域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法により」と、

第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護

者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者

（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２
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項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」と

あるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは

「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲

げる費用及び食事の提供（第１２条第４項第３

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」と、同条第５項中「前４項」とあるのは

「前３項」とする。 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 特定地域型保育事業者が法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育施設認定子どもに対し特定利用

地域型保育を提供する場合には、法第４６条第

１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵

守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育施設認定子どもの数及び特定地域型保

育事業所を現に利用している同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育施

設認定子ども（前条第１項の規定により特別利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育施設認定子どもを含む。）の総

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 特定地域型保育事業者が法第１９条第

１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育

を提供する場合には、法第４６条第１項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、当該

特定利用地域型保育に係る法第１９条第１項第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を

現に利用している同項第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供す

る場合にあっては当該特別利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含

む。）の総数が、第３８条第２項の規定により
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数が、第３８条第２項の規定により定められた

利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域

型保育給付費には特例地域型保育給付費を、そ

れぞれ含むものとして、この章の規定を適用す

る。この場合において、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限

る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第

２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以

上保育認定子どもに係る第１２条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」とする。 

 

   附 則 

 

（特定保育所に関する特例） 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規定

する特定保育所をいう。次項において同じ。）

定められた利用定員の数を超えないものとす

る。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、特

定地域型保育には特定利用地域型保育を含むも

のとして、この章の規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 

（特定保育所に関する特例） 

第２条 特定保育所（法附則第６条第１項に規定

する特定保育所をいう。次項において同じ。）
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が特定教育・保育を提供する場合にあっては、

当分の間、第１２条第１項中「教育・保育給付

認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未

満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条

第１項に規定する特定保育所をいう。次項にお

いて同じ。）から特定教育・保育（保育に限

る。第１４条において同じ。）を受ける者を除

く。以下この項において同じ。）」と、同条第

２項中「当該特定教育・保育」とあるのは「当

該特定教育・保育（特定保育所における特定教

育・保育（保育に限る。）を除く。）」と、同

条第３項中「額の支払を」とあるのは「額の支

払を、市町村の同意を得て、」と、第１４条中

「施設型給付費の支給を受け、又は受けようと

したとき」とあるのは「法附則第６条第１項の

規定による委託費の支払の対象となる特定教

育・保育の提供を受け、又は受けようとしたと

き」とし、第６条及び第７条の規定は適用しな

い。 

２ 特定保育所は、市町村から児童福祉法第２４

条第１項の規定に基づく保育所における保育を

行うことの委託を受けたときは、正当な理由が

ない限り、これを拒んではならない。 

 

 

 

 

 

 

が特定教育・保育を提供する場合にあっては、

当分の間、第１２条第１項中「（法第２７条第

３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設

が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設

が」と、「定める額とする。）をいう。）」と

あるのは「定める額をいう。）」と、同条第２

項中「（法第２７条第３項第１号に規定する

額」とあるのは「（法附則第６条第３項の規定

により読み替えられた法第２８条第２項第１号

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第３項中「額の支払

を」とあるのは「額の支払を、市の同意を得

て、」と、第１４条中「施設型給付費の支給を

受け、又は受けようとしたとき」とあるのは

「法附則第６条第１項の規定による委託費の支

払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、

又は受けようとしたとき」とし、第６条及び第

７条の規定は適用しない。 

 

 

２ 特定保育所は、市から児童福祉法第２４条第

１項の規定に基づく保育所における保育を行う

ことの委託を受けたときは、正当な理由がない

限り、これを拒んではならない。 

 

 （施設型給付費等に関する経過措置） 

第３条 特定教育・保育施設が法第１９条第１項

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特

別利用保育を提供する場合においては、当分の
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間、第１２条第１項中「法第２７条第３項第２

号に掲げる額」とあるのは「法附則第９条第１

項第１号イに規定する市が定める額」と、「法

第２８条第２項第２号に規定する市が定める

額」とあるのは「法附則第９条第１項第２号ロ

(1)に規定する市が定める額」と、同条第２項

中「法第２７条第３項第１号に規定する額（そ

の額が現に当該特定教育・保育に要した費用を

超えるときは、当該現に特定教育・保育に要し

た費用の額）」とあるのは「法附則第９条第１

項第１号イに規定する内閣総理大臣が定める基

準により算定した額（その額が現に当該特定教

育・保育に要した費用を超えるときは、当該現

に特定教育・保育に要した費用の額）及び同号

ロに規定する市が定める額」と、「法第２８条

第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当

該特別利用保育に要した費用を超えるときは、

当該現に特別利用保育に要した費用の額）」と

あるのは「法附則第９条第１項第２号ロ(1)に

規定する内閣総理大臣が定める基準により算定

した額（その額が現に当該特別利用保育に要し

た費用を超えるときは、当該現に特別利用保育

に要した費用の額）及び同号ロ(2)に規定する

市が定める額」とする。 

２ 特定地域型保育事業者が法第１９条第１項第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提

供する場合においては、当分の間、第４３条第

１項中「法第３０条第２項第２号に規定する市
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（小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過

措置） 

第３条 略 

 

 （連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確

保が著しく困難であって、法第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必要な適切な

支援を行うことができると市が認める場合は、

第４９条第１項本文の規定にかかわらず、この

条例の施行の日から起算して１０年を経過する

日までの間、連携施設を確保しないことができ

る。 

  

が定める額」とあるのは「法附則第９条第１項

第３号イ(1)に規定する市が定める額」と、同

条第２項中「法第３０条第２項第２号に規定す

る内閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育

に要した費用の額を超えるときは、当該現に特

別利用地域型保育に要した費用の額）」とある

のは「法附則第９条第１項第３号イ(1)に規定

する内閣総理大臣が定める基準により算定した

額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要

した費用を超えるときは、当該現に特別利用地

域型保育に要した費用の額）及び同号イ(2)に

規定する市が定める額」とする。 

 

（小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過

措置） 

第４条 略 

 

 （連携施設に関する経過措置） 

第５条 特定地域型保育事業者は、連携施設の確

保が著しく困難であって、法第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必要な適切な

支援を行うことができると市が認める場合は、

第４９条第１項の規定にかかわらず、この条例

の施行の日から起算して５年を経過する日まで

の間、連携施設を確保しないことができる。 
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 （吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一

部改正） 

第２条 吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（平成２７年吉川市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中条、項、号及び号の細目に下線が引かれた条、項、号及び号の

細目（以下「移動条項等」という。）に対応する同表の改正後の欄中条、号及び号の

細目の表示に下線が引かれた条、号及び号の細目（以下「移動後条号等」という。）

が存在する場合には、当該移動条項等を当該移動後条号等とし、移動条項等に対応す

る移動後条号等が存在しない場合には、当該移動条項等（以下「削除条項等」とい

う。）を削り、移動後条号等に対応する移動条項等が存在しない場合には、当該移動

後条号等（以下「追加条号等」という。）を加える。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項、号、号の細目及び別表の表示並

びに削除条項等を除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する次の

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、号、号の細目及び別表の表示並びに追加

条号等を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない

場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合に

は、当該改正後部分を加える。 

  次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）に対応す

る次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という。）が存

在する場合には、当該改正表を当該改正後表に改め、改正表に対応する改正後表が存

在しない場合には、当該改正表を削る。 

  次の表の改正前の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下「移動別表」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下「移動後別

表」という。）が存在する場合には、当該移動別表を当該移動後別表とし、移動別表

に対応する移動後別表が存在しない場合には、当該移動別表を削る。 

 

改正後 改正前 
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   吉川市子ども・子育て支援法等施行条例 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

及び子ども・子育て支援法施行規則（平成２６

年内閣府令第４４号。以下「施行規則」とい

う。）の施行等に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次に定

めるもののほか、法の例による。 

 (1) 保育標準時間 施行規則第４条第１項本文

に規定する１日当たりの保育の利用を１１時

間までに限るものをいう。 

 

 (2) 保育短時間 施行規則第４条第１項本文に

規定する１日当たりの保育の利用を８時間ま

でに限るものをいう。 

 (3)及び(4) 略 

 (5) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子

ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令

第２１３号。以下「施行令」という。）第４

   吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担等に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、

第２９条第３項第２号、第３０条第２項第１号

から第３号まで、附則第６条第４項並びに附則

第９条第１項第１号イ、第２号イ(1)及びロ(1)

並びに第３号イ(1)の規定に基づき、子どものた

めの教育・保育給付に係る支給認定保護者が負

担すべき費用（以下「利用者負担額」とい

う。）等に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行

規則（平成２６年内閣府令第４４号）第４条

第１項本文に規定する１日当たりの保育の利

用を１１時間までに限るものをいう。 

 (2) 保育短時間 子ども・子育て支援法施行規

則第４条第１項本文に規定する１日当たりの

保育の利用を８時間までに限るものをいう。 

 (3)及び(4) 略 
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条第１項に規定する満３歳以上教育・保育給

付認定子どもをいう。 

 (6) 満３歳以上保育認定子ども 施行令第４条

第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定

子どもをいう。 

 (7) 特定満３歳以上保育認定子ども 施行令第

４条第１項第２号に規定する特定満３歳以上

保育認定子どもをいう。 

 (8) 満３歳未満保育認定子ども 施行令第４条

第２項に規定する満３歳未満保育認定子ども

をいう。 

 (9) 市町村民税所得割合算額 施行令第４条第

２項第２号に規定する市町村民税所得割合算

額をいう。 

 (10) 負担額算定基準子ども 施行令第１３条

第２項に規定する負担額算定基準子どもをい

う。 

 (11) 特定被監護者等 施行令第１４条に規定

する特定被監護者等をいう。 

 

 

 

 

 （利用者負担額） 

第３条 利用者負担額（法の規定に基づき市が定

める額のうち、次に掲げるものをいう。以下同

じ。）は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に定めるところによる。 

 (1) 次に掲げる額 ０円 

  ア 満３歳以上教育・保育給付認定子どもに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において

使用する用語の意義は、法において使用する用

語の例による。 

 

 （利用者負担額） 

第３条 利用者負担額は、次の各号に掲げる区分

に応じ当該各号に定めるところによる。 

 

 

 (1) 次に掲げる額 別表第１ 

  ア 法第２７条第３項第２号に規定する市が
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係る教育・保育給付認定保護者についての

法第２７条第３項第２号に規定する市が定

める額 

  イ 満３歳以上教育・保育給付認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者についての

法第２８条第２項第１号に規定する政令で

定める額を限度として当該教育・保育給付

認定保護者の属する世帯の所得の状況その

他の事情を勘案して市が定める額 

  ウ～オ 略 

  カ 満３歳以上保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者についての法第３０条

第２項第３号に規定する市が定める額 

  キ 満３歳以上保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者についての法附則第６

条第４項に規定する特定保育所における保

育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて

定める額 

  ク 略 

  ケ 法附則第９条第１項第２号イ(1)に規定

する政令で定める額を限度として当該教

育・保育給付認定保護者の属する世帯の所

得の状況その他の事情を勘案して市が定め

る額 

  コ 略 

  サ 略 

 (2) 次に掲げる額 別表 

  ア 満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者についての法第２７条

第３項第２号に規定する市が定める額 

定める額（教育に係るものに限る。） 

 

 

  イ 法第２８条第２項第１号に規定する政令

で定める額を限度として支給認定保護者の

属する世帯の所得の状況その他の事情を勘

案して市が定める額（教育に係るものに限

る。） 

 

  ウ～オ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

  カ 略 

  キ 法附則第９条第１項第２号イ(1)に規定す

る市が定める額 

 

 

 

  ク 略 

ケ 略 

 (2) 次に掲げる額 別表第２ 

  ア 法第２７条第３項第２号に規定する市が

定める額（保育に係るものに限る。） 
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  イ 満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者についての法第２８条

第２項第１号に規定する政令で定める額を

限度として当該教育・保育給付認定保護者

の属する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して市が定める額 

  ウ 略 

  エ 法第３０条第２項第１号に規定する政令

で定める額を限度として当該教育・保育給

付認定保護者の属する世帯の所得の状況そ

の他の事情を勘案して市が定める額 

  オ 特定満３歳以上保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者についての法第３

０条第２項第３号に規定する市が定める額 

  カ 満３歳未満保育認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者についての法附則第６

条第４項に規定する特定保育所における保

育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて

定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 法第２８条第２項第１号に規定する政令

で定める額を限度として支給認定保護者の

属する世帯の所得の状況その他の事情を勘

案して市が定める額（保育に係るものに限

る。） 

 

  ウ 略 

  エ 法第３０条第２項第１号に規定する市が

定める額 

 

 

  オ 法第３０条第２項第３号に規定する市が

定める額 

 

  カ 法附則第６条第４項の定める額 

 

 

 

 

 

 （月途中の入退所に係る利用者負担額） 

第４条 支給認定子どもが月の途中で特定教育・

保育施設又は特定地域型保育事業を行う事業所

（以下「特定教育・保育施設等」という。）に

入所し、又は退所した場合の当該月の利用者負

担額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号

に定めるところにより算出した額とする。この

場合において、当該算出した額に１０円未満の

端数があるときは、切り捨てるものとする。 

 (1) 教育又は常態的に土曜日を閉所する特定教
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 （市が設置する保育所に係る保育に要する費用

の徴収） 

第４条 市長は、吉川市保育所条例（昭和６２年

吉川町条例第５号）別表に掲げる保育所（以下

「市立保育所」という。）において支給認定教

育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定

保護者から、法第２７条第３項第１号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該支給認定教育・保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に支給認定

育・保育施設等で保育を受けた場合 当月利

用者負担額に、入所し、又は退所した月の次

に掲げる区分に応じそれぞれに定める期間に

当該特定教育・保育施設等が開所した日数

（当該日数が２０日を超える場合にあって

は、２０）を乗じて得た額を、２０で除して

得た額 

  ア 月の途中で入所した場合 入所した日か

ら当該月の末日まで 

  イ 月の途中で退所した場合 当該月の初日

から退所した日の前日まで 

 (2) 常態的に土曜日を閉所しない特定教育・保

育施設等で保育を受けた場合 当月利用者負

担額に、入所し、又は退所した月の前号ア及

びイに掲げる区分に応じそれぞれに定める期

間に当該特定教育・保育施設等が開所した日

数（当該日数が２５日を超える場合にあって

は、２５）を乗じて得た額を、２５で除して

得た額 

 

 （特定教育・保育費用基準額の徴収） 

 

第５条 市長は、吉川市保育所条例（昭和６２年

吉川町条例第５号）別表に掲げる保育所（以下

「市立保育所」という。）において支給認定子

どもに対して支給認定教育・保育を行ったとき

は、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者

から吉川市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年吉川市条例第１６号）第１２条第２項
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教育・保育に要した費用の額）を保育に要する

費用として徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 （利用者負担額の受領） 

第５条 市長は、法第２７条第５項の規定により

教育・保育給付認定保護者に代わり施設型給付

費を受領した場合は、前条の規定にかかわら

ず、当該教育・保育給付認定保護者（満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者に限る。）から当該支給認定教育・保育に

係る利用者負担額（満３歳未満保育認定子ども

に係る教育・保育給付認定保護者についての別

表に定める額に限る。）の支払を受けるものと

する。 

 

 （延長保育料） 

第６条 市長は、市立保育所において次に掲げる

延長保育を行ったときは、当該延長保育を行っ

た教育・保育給付認定子どもに係る当該教育・

保育給付認定保護者からそれぞれ１回当たり当

該各号に定める額の延長保育料を徴収する。 

 (1) 次に掲げる延長保育 ２００円 

  ア 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る教育・保育給付認定子

に規定する特定教育・保育費用基準額（以下

「特定教育・保育費用基準額」という。）を徴

収する。 

２ 市長は、支給認定子どもに対して法附則第６

条第１項前段の規定により市が支払う保育費用

に係る支給認定保育が行われたときは、当該支

給認定子どもに係る支給認定保護者から特定教

育・保育費用基準額を徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （延長保育料） 

第６条 市長は、市立保育所において次に掲げる

延長保育を行ったときは、当該延長保育を行っ

た支給認定子どもに係る当該支給認定保護者か

らそれぞれ１回当たり当該各号に定める額の延

長保育料を徴収する。 

 (1) 次に掲げる延長保育 ２００円 

  ア 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る支給認定子どもに対し
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どもに対して行う午前８時前に開始する延

長保育 

  イ 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る教育・保育給付認定子

どもに対して行う午後５時後で午後６時以

前に終了する延長保育 

 (2) 保育必要量が保育短時間と認定された当該

保育必要量に係る教育・保育給付認定子ども

に対して行う午後６時後に終了する延長保育

 ４００円 

２ 次に掲げる延長保育が同一の教育・保育給付

認定子どもに対し同日に行われた場合は、延長

保育は、２回行われたものとみなす。 

 (1)及び(2) 略 

 

 （利用者負担額等の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めたとき

は、規則で定めるところにより、第３条、第５

条、第６条第１項及び前条第１項の規定により

徴収する利用者負担額、延長保育料及び一時預

かり保育料を減額し、又は免除することができ

る。 

 

 （施行規則第１条の５第１号の市が定める時

間） 

第９条 施行規則第１条の５第１号の規定により

市が定める時間は、６４時間とする。 

 

 （委任） 

第１０条 略 

て行う午前８時前に開始する延長保育 

 

  イ 保育必要量が保育短時間と認定された当

該保育必要量に係る支給認定子どもに対し

て行う午後５時後で午後６時以前に終了す

る延長保育 

 (2) 保育必要量が保育短時間と認定された当該

保育必要量に係る支給認定子どもに対して行

う午後６時後に終了する延長保育 ４００円 

 

２ 次に掲げる延長保育が同一の支給認定子ども

に対し同日に行われた場合は、延長保育は、２

回行われたものとみなす。 

 (1)及び(2) 略 

 

 （利用者負担額等の減免） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めたとき

は、規則で定めるところにより、第３条、第６

条第１項及び前条第１項の規定により徴収する

利用者負担額、延長保育料及び一時預かり保育

料を減額し、又は免除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 （委任） 

第９条 略 
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 （過料） 

第１１条 市長は、正当な理由なしに、法第１３

条第１項（法第３０条の３において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）の規定

による報告若しくは物件の提出若しくは提示を

せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件

の提出若しくは提示をし、又は法第１３条第１

項の規定による当該職員の質問に対して、答弁

せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、１

００，０００円以下の過料を科する。 

 

第１２条 市長は、正当な理由なしに、法第１４

条第１項（法第３０条の３において準用する場

合を含む。以下この項において同じ。）の規定

による報告若しくは物件の提出若しくは提示を

せず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件

の提出若しくは提示をし、又は法第１４条第１

項の規定による当該職員の質問に対して、答弁

せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避

した者に対し、１００，０００円以下の過料を

科する。 

 

第１３条 市長は、法第２３条第２項若しくは第

４項又は法第２４条第２項の規定による支給認

定証の提出又は返還を求められてこれに応じな

い者に対し、１００，０００円以下の過料を科

する。 
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別表第１（第３条関係） 

各月初日の支給認定子ども

の属する世帯の階層区分 

利用者負担額

（月額） 

階

層

区

分 

定義 ４歳未

満児 

４歳以

上児 

第

１

階

層 

生活保護世帯等 ０円 ０円 

第

２

階

層 

第１階層

を除き、

当該年度

の４月分

から８月

分までの

利用者負

担額の算

定にあっ

ては前年

度分の、

当該年度

９月分か

ら３月分

までの利

用者負担

額の算定

にあって

市町村民

税非課税

世帯（市

町村民税

所得割非

課税世帯

含む。） 

３，０

００円 

１，１

００円 

第

３

階

層 

市町村民

税所得割

課税額７

７，１０

０円以下 

１０，

１００

円 

 

８，２

００円 

第

４

階

層 

市町村民

税所得割

課税額２

１１，２

００円以

下 

２０，

５００

円 

１８，

６００

円 
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第

５

階

層 

は当該年

度分の市

町村民税

の額の区

分が右欄

の区分に

該当する

世帯 

市町村民

税所得割

課税額２

１１，２

０１円以

上 

２４，

５００

円 

２２，

６００

円 

備考 

１ この表における支給認定子どもの年齢計算に

ついては、子どものための教育・保育給付に係

る教育又は保育が行われた日の属する年度の初

日の前日を基準日として行うものとし、その年

齢は当該年度中に限り変更しないものとする。 

２ この表において「生活保護世帯等」とは、第

７条第２項第１号に掲げる世帯をいう。 

３ この表において「市町村民税非課税世帯（市

町村民税所得割非課税世帯含む。）」とは、そ

の構成員（支給認定保護者及び当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者をいう。）が子ど

も・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２

１３号）第４条第１項第４号、第６条第１項第

４号、第７条第１項第４号又は第１１条第１項

第４号に規定する所得割を課されない者に該当

する世帯をいう。 

４ この表における所得割の計算の方法について

は、子ども・子育て支援法施行令及び子ども・

子育て支援法施行規則の定めるところによる。 

５ 市町村民税の額の区分に係る額は、支給認定
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保護者、その配偶者並びに支給認定子どもと同

一世帯に属し、生計を一にしている支給認定保

護者及びその配偶者以外の扶養義務者（家計の

主宰者である場合に限る。）の課税額の合計額

とする。 

６ この表の規定にかかわらず、支給認定保護者

の属する世帯が次のいずれかに該当する場合の

利用者負担額は、第２階層と認定されたときに

あっては０円とし、第３階層と認定されたとき

にあっては３，０００円とする。 

 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９

年法律第１２９号）第６条第６項に規定する

配偶者のない女子で現に児童を扶養している

もの又は同項に規定する配偶者のない男子で

現に児童を扶養しているものの世帯 

 (2) 次に掲げる者を有する世帯 

  ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）第１５条に定める身体障害者手帳

の交付を受けた者 

  イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７

日厚生省発児第１５６号）に定める療育手

帳の交付を受けた者 

  ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けた者 

  エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

（昭和３９年法律第１３４号）に定める特

別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法

（昭和３４年法律第１４１号）に定める国
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民年金の障害基礎年金等の受給者 

 (3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護

法に定める要保護者等特に困窮していると市

長が認めた世帯 

７ この表の規定にかかわらず、幼稚園、特別支

援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第４３条

の２に規定する児童心理治療施設若しくは認定

こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小

学校就学前子ども、家庭的保育事業等による保

育を受ける小学校就学前子ども、同法第６条の

２の２第２項に規定する児童発達支援若しくは

同条第３項に規定する医療型児童発達支援を受

ける小学校就学前子ども又は小学校（義務教育

学校の前期課程を含む。(1)アにおいて同じ。）

の第１学年から第３学年までに在学する子ども

（以下これらを「負担額算定基準子ども」とい

う。）が同一世帯に２人以上いる場合、又は支

給認定保護者に監護される者若しくは監護され

ていた者若しくは支給認定保護者若しくはその

配偶者の直系卑属で支給認定保護者に監護され

る者若しくは監護されていた者でないもの（以

下これらを「特定被監護者等」という。）が２

人以上いる場合において同表の階層区分が第２

階層若しくは第３階層であるときの支給認定保

護者に係る次に掲げる支給認定子どもに関する

利用者負担額は、それぞれに定める額とする。 

 (1) 次に掲げる支給認定子ども この表の規定

により算定した額に１００分の５０を乗じて

得た額（同表の階層区分が第２階層である支

給認定保護者に係る支給認定子どもにあって
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は、０円。） 

  ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子

どものうち小学校の第１学年から第３学年

までに在学する子ども（以下「小学校第３

学年修了前子ども」という。）が１人のみ

である場合における当該支給認定保護者に

係る負担額算定基準子どもである小学校就

学前子どものうち最年長者（以下「最年長

負担額算定基準小学校就学前子ども」とい

う。）である法第１９条第１項第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子ども（(2)において「教育認定子ども」

という。） 

  イ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定

基準子どもが小学校就学前子どもの場合に

おける当該支給認定保護者に係る負担額算

定基準子どもである小学校就学前子ども

（最年長負担額算定基準小学校就学前子ど

もを除いた最年長者に限る。以下「負担額

算定基準小学校就学前子ども」という。） 

  ウ 支給認定保護者に係る特定被監護者等の

うち小学校就学前子ども以外の者が１人の

みである場合における最年長負担額算定基

準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

  エ 支給認定保護者に係る全ての特定被監護

者等が小学校就学前子どもの場合における

負担額算定基準小学校就学前子どもである

支給認定子ども 

 (2) 次に掲げる支給認定子ども ０円 
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  ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子

どものうちに小学校第３学年修了前子ども

が２人以上いる場合における最年長負担額

算定基準小学校就学前子どもである教育認

定子ども 

  イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子

どものうちに小学校第３学年修了前子ども

が１人いる場合における負担額算定基準小

学校就学前子どもである教育認定子ども 

  ウ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子

どものうちに小学校第３学年修了前子ども

がいない場合における最年長負担額算定基

準小学校就学前子ども及び負担額算定基準

小学校就学前子ども以外の負担額算定基準

子どもである支給認定子ども 

  エ 支給認定保護者に係る特定被監護者等の

うちに小学校就学前子ども以外の者が２人

以上いる場合における最年長負担額算定基

準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

  オ 支給認定保護者に係る特定被監護者等の

うちに小学校就学前子ども以外の者が１人

いる場合における負担額算定基準小学校就

学前子どもである支給認定子ども 

８ 備考７の規定にかかわらず、支給認定保護者

の属する世帯が備考６(1)、(2)又は(3)のいずれ

か該当する場合の利用者負担額の算定に当たっ

ては、備考７中「幼稚園、特別支援学校の幼稚

部、保育所、児童福祉法第４３条の２に規定す

る児童心理治療施設若しくは認定こども園に通
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別表（第３条、第５条関係） 

階層区分 定義（金

額は市町

村民税所

利用者負担額（月額）

円 

 

い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子

ども、家庭的保育事業等による保育を受ける小

学校就学前子ども、同法第６条の２の２第２項

に規定する児童発達支援若しくは同条第３項に

規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就

学前子ども又は小学校（義務教育学校の前期課

程を含む。(1)アにおいて同じ。）の第１学年か

ら第３学年までに在学する子ども（以下これら

を「負担額算定基準子ども」という。）が同一

世帯に２人以上いる場合、又は支給認定保護者

に監護される者若しくは監護されていた者若し

くは支給認定保護者若しくはその配偶者の直系

卑属で支給認定保護者に監護される者若しくは

監護されていた者でないもの（以下これらを

「特定被監護者等」という。）」とあるのは

「支給認定保護者に監護される者若しくは監護

されていた者又は支給認定保護者若しくはその

配偶者の直系卑属で支給認定保護者に監護され

る者若しくは監護されていた者でないもの（以

下これらを「特定被監護者等」という。）」

と、「次に掲げる支給認定子どもに関する利用

者負担額は、それぞれに定める額」とあるのは

「支給認定子どもに関する利用者負担額は、０

円」と読み替えるものとする。 

 

別表第２（第３条関係） 

各月初日の支給

認定子どもの属

する世帯の階層

利用者負担額（月額）円 

３歳未

満児 

３歳児 ４ 歳 以

上児 
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得割合算

額） 

 

 

 

 

 

 

保育標準

時間 

保育短時

間 

第１階層 

 

 

 

略 略 

第２階層 

 

 

 

略 

第３階層 

 

 

 

 

第４階層 

 

 

 

 

第５階層 

 

 

 

区分 

階

層

区

分 

定義（金額

は市町村民

税所得割課

税額） 

保

育

標

準

時

間 

保

育

短

時

間 

保

育

標

準

時

間 

保

育

短

時

間 

保

育

標

準

時

間 

保

育

短

時

間 

第

１

階

層 

略 略 ０ ０ ０ ０ 

第

２

階

層 

第１階

層を除

き、当

該年度

の４月

分から

８月分

までの

利用者

負担額

の算定

にあっ

ては前

年度分

の、当

該年度

９月分

から３

略 ０ ０ ０ ０ 

第

３

階

層 

５

，

３

０

０ 

５

，

１

０

０ 

５

，

３

０

０ 

５

，

１

０

０ 

第

４

階

層 

８

，

０

０

０ 

７

，

８

０

０ 

８

，

０

０

０ 

７

，

８

０

０ 

第

５

階

層 

１

０

，

７

１

０

，

５

１

０

，

７

１

０

，

５
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第６階層 

 

 

 

 

 

第７階層 

 

 

 

 

 

第８階層 

 

 

 

 

 

第９階層 

 

 

 

 

 

第１０階

層 

 

月分ま

での利

用者負

担額の

算定に

あって

は当該

年度分

の市町

村民税

の額の

区分が

右欄の

区分に

該当す

る世帯 

０

０ 

０

０ 

０

０ 

０

０ 

第

６

階

層 

１

２

，

７

０

０ 

１

２

，

４

０

０ 

１

２

，

７

０

０ 

１

２

，

４

０

０ 

第

７

階

層 

１

４

，

７

０

０ 

１

４

，

４

０

０ 

１

４

，

７

０

０ 

１

４

，

４

０

０ 

第

８

階

層 

１

６

，

８

０

０ 

１

６

，

４

０

０ 

１

６

，

８

０

０ 

１

６

，

４

０

０ 

第

９

階

層 

１

８

，

９

０

０ 

１

８

，

５

０

０ 

１

８

，

９

０

０ 

１

８

，

５

０

０ 

第

１

０

２

２

，

２

１

，

２

１

，

２

１

，
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第１１階

層 

 

 

 

 

第１２階

層 

 

 

 

 

第１３階

層 

 

 

 

 

第１４階

層 

 

 

 

 

第１５階

層 

階

層 

２

０

０ 

７

０

０ 

６

０

０ 

１

０

０ 

第

１

１

階

層 

２

５

，

５

０

０ 

２

５

，

０

０

０ 

２

４

，

３

０

０ 

２

３

，

８

０

０ 

第

１

２

階

層 

２

８

，

８

０

０ 

２

８

，

３

０

０ 

２

７

，

１

０

０ 

２

６

，

６

０

０ 

第

１

３

階

層 

３

１

，

６

０

０ 

３

１

，

０

０

０ 

２

７

，

１

０

０ 

２

６

，

６

０

０ 

第

１

４

階

層 

３

１

，

６

０

０ 

３

１

，

０

０

０ 

２

７

，

１

０

０ 

２

６

，

６

０

０ 

第

１

３

１

３

１

２

７

２

６
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第１６階

層 

 

 

 

 

第１７階

層 

 

 

 

 

第１８階

層 

 

 

 

 

備考 

１ 月の途中において特定教育・保育等を受け始

めたことその他施行規則第５８条各号に掲げる

事由のあった満３歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者に関するその月の利

用者負担額は、この表の規定により算定した額

を、２５日を基礎として日割りによって計算し

５

階

層 

，

６

０

０ 

，

０

０

０ 

，

１

０

０ 

，

６

０

０ 

第

１

６

階

層 

３

１

，

６

０

０ 

３

１

，

０

０

０ 

２

７

，

１

０

０ 

２

６

，

６

０

０ 

第

１

７

階

層 

３

１

，

６

０

０ 

３

１

，

０

０

０ 

２

７

，

１

０

０ 

２

６

，

６

０

０ 

第

１

８

階

層 

３

１

，

６

０

０ 

３

１

，

０

０

０ 

２

７

，

１

０

０ 

２

６

，

６

０

０ 

備考 

１ この表における支給認定子どもの年齢計算に

ついては、子どものための教育・保育給付に係

る教育又は保育が行われた日の属する年度の初

日の前日を基準日として行うものとし、その年

齢は当該年度中に限り変更しないものとする。 
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て得た額とする。この場合において、当該額に

１０円未満の端数があるときは、切り捨てるも

のとする。 

２ 略 

３ 教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第６

条の４に規定する里親である場合にあっては、

生活保護世帯等に該当するものとみなす。 

４ この表において「市町村民税非課税世帯」と

は、その構成員（教育・保育給付認定保護者及

び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯

に属する者をいう。）が特定教育・保育のあっ

た月の属する年度（特定教育・保育のあった月

が４月から８月までの場合にあっては、前年

度）分の市町村民税に係る施行令第４条第２項

第８号イに規定する市町村民税世帯非課税者に

該当する世帯をいう。 

５ この表における市町村民税所得割合算額の算

定については、施行規則の規定を適用するもの

とする。この場合において、当該市町村民税所

得割合算額の合算対象者は、教育・保育給付認

定保護者、その配偶者並びに教育・保育給付認

定子どもと同一の世帯に属し、生計を一にして

いる教育・保育給付認定保護者及びその配偶者

以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合に

限る。）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

 

 

 

３ この表において「市町村民税非課税世帯」と

は、その構成員（支給認定保護者及び当該支給

認定保護者と同一の世帯に属する者をいう。）

が子ども・子育て支援法施行令第４条第２項第

７号、第９条第１項第７号又は第１２条第１項

第７号に規定する市町村民税を課されない者に

該当する世帯をいう。 

 

 

４ この表における所得割の計算の方法について

は、子ども・子育て支援法施行令及び子ども・

子育て支援法施行規則の定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

５ 市町村民税の額の区分に係る額は、支給認定

保護者、その配偶者並びに支給認定子どもと同

一世帯に属し、生計を一にしている支給認定保

護者及びその配偶者以外の扶養義務者（家計の

主宰者である場合に限る。）の課税額の合計額
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６ この表の規定にかかわらず、特定教育・保育

給付認定保護者（施行令第４条第２項第６号に

規定する特定教育・保育給付認定保護者をい

う。以下同じ。）に係る利用者負担額は、同表

の規定により算定した額に１００分の５０を乗

じて得た額とする。ただし、その額が９，００

０円を超えるときは９，０００円とする。 

 

 

 

 

 

７ この表の規定にかかわらず、負担額算定基準

子どもが同一世帯に２人以上いる場合の教育・

保育給付認定保護者に係る利用者負担額は、次

に掲げる満３歳未満保育認定子どもの区分に応

じそれぞれに定める額とする。 

 

 

 (1) 施行令第１３条第１項第１号に規定する満

３歳未満保育認定子ども この表の規定によ

り算定した額に１００分の５０を乗じて得た

額 

 

 

 

 

 

 

とする。 

６ この表の規定にかかわらず、支給認定保護者

の属する世帯が別表第１備考６(1)、(2)又は(3)

のいずれかに該当する場合において市町村民税

の額の区分に係る額が７７，１０１円未満であ

るとき（第１階層又は第２階層と認定されたと

きを除く。）の利用者負担額は、同表の規定に

より算定した額に１００分の５０を乗じて得た

額とする。ただし、支給認定子どもが３歳未満

児である場合でその額が９，０００円を超える

ときは９，０００円とし、支給認定子どもが３

歳児又は４歳以上児である場合でその額が６，

０００円を超えるときは６，０００円とする。 

７ この表の規定にかかわらず、負担額算定基準

子どもが同一世帯に２人以上いる場合、又は特

定被監護者等が２人以上いる場合において市町

村民税の額の区分に係る額が５７，７００円未

満であるときの支給認定保護者に係る次に掲げ

る支給認定子どもに関する利用者負担額は、そ

れぞれに定める額とする。 

 (1) 次に掲げる支給認定子ども この表の規定

により算定した額に１００分の５０を乗じて

得た額 

 

  ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子

どものうちに小学校第３学年修了前子ども

がいる場合における負担額算定基準小学校

就学前子どもである法第５９条第２号に規

定する保育認定子ども 

  イ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定
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 (2) 施行令第１３条第１項第２号に規定する満

３歳未満保育認定子ども ０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準子どもが小学校就学前子どもの場合に

おける負担額算定基準小学校就学前子ども 

  ウ 支給認定保護者に係る特定被監護者等の

うち小学校就学前子ども以外の者が１人の

みである場合における最年長負担額算定基

準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

  エ 支給認定保護者に係る全ての特定被監護

者等が小学校就学前子どもの場合における

負担額算定基準小学校就学前子どもである

支給認定子ども 

 (2) 次に掲げる支給認定子ども ０円 

 

  ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子

どものうちに小学校第３学年修了前子ども

がいない場合及び特定被監護者等のうちに

小学校就学前子ども以外の者がいない場合

における最年長負担額算定基準小学校就学

前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子ども以外の負担額算定基準子どもである

支給認定子ども 

  イ 支給認定保護者に係る特定被監護者等の

うちに小学校就学前子ども以外の者が２人

以上いる場合における最年長負担額算定基

準小学校就学前子どもである支給認定子ど

も 

  ウ 支給認定保護者に係る特定被監護者等の

うちに小学校就学前子ども以外の者が１人

いる場合における負担額算定基準小学校就

学前子どもである支給認定子ども 
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８ この表の規定にかかわらず、特定被監護者等

が同一世帯に２人以上いる場合の教育・保育給

付認定保護者に係る利用者負担額は、当該教

育・保育給付認定保護者が属する世帯の市町村

民税所得割合算額が５７，７００円未満（特定

教育・保育給付認定保護者にあっては、７７，

１０１円未満）であるときは、次に掲げる満３

歳未満保育認定子どもの区分に応じそれぞれに

定める額とする。 

 

 

 (1) 施行令第１４条第１号に規定する満３歳未

満保育認定子ども この表の規定により算定

した額に１００分の５０を乗じて得た額（特

定教育・保育給付認定保護者に係る満３歳未

満保育認定子どもにあっては、０円） 

 (2) 施行令第１４条第２号に規定する満３歳未

満保育認定子ども ０円 

  

８ 備考７の規定にかかわらず、支給認定保護者

の属する世帯が別表第１備考６(1)、(2)又は(3)

のいずれかに該当する場合の利用者負担額の算

定に当たっては、備考７中「負担額算定基準子

どもが同一世帯に２人以上いる場合、又は特定

被監護者等が２人以上いる場合」とあるのは

「特定被監護者等が２人以上いる場合」と、

「次に掲げる支給認定子どもに関する利用者負

担額は、それぞれに定める額」とあるのは「支

給認定子どもに関する利用者負担額は、０円」

と読み替えるものとする。 

  

 

 （吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第３条 吉川市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年吉川市

条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

  次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 
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別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

略 

 

 

５ 教育

委員会 

略 

 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

略 

５ 市長 私立幼稚園の就園奨励に関する事

務であって規則で定めるもの 

６ 教育

委員会 

略 

 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

略 

５ 市長 私立幼

稚園の

就園奨

励に関

する事

務であ

って規

則で定

めるも

の 

児童福祉法による障害児

通所支援に関する情報で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

障害者関係情報であって

規則で定めるもの 

生活保護関係情報であっ

て規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報

であって規則で定めるも

の 

児童扶養手当関係情報で

あって規則で定めるもの 

中国残留邦人等支援給付

等関係情報であって規則
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５ 市長 略 

  

で定めるもの 

障害基礎年金関係情報で

あって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当支給関

係情報であって規則で定

めるもの 

６ 市長 略 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、令和２年

４月１日から施行する。 

 （吉川市子ども・子育て支援法施行規則第１条第１号の規定により市が定める時間を定

める条例の廃止） 

２ 吉川市子ども・子育て支援法施行規則第１条第１号の規定により市が定める時間を定

める条例（平成２６年吉川市条例第１５号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。 

  令和元年６月１４日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律（令和元年法律第７号）等が公布され、幼

児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、特定教育・保育施設等に係る利用者負担

額を満３歳以上の子どもについて無償化するとともに、所要の改正を行いたいので、この

案を提出するものである。 

 


